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■気候変動の深刻化、巨大災害リスクの切迫
• 地球温暖化・気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化
• 気温・海面水位の上昇
• 水害・雪害・土砂災害の多発
• 地震災害の多発
• 南海トラフ地震など切迫する巨大地震・津波による甚大な被害の

懸念

■インフラ老朽化の加速度的な進行
• 交通・物流網やライフラインの寸断につながる事案の発生
• 老朽化した社会資本の加速度的増加
• 将来的な維持管理・更新費の上昇
• 市町村における技術系職員数の減少
• ＡＩ、ドローン等の新技術の発展

■国際競争の激化や世界的な不確実性の拡大
• アジア諸国等の急速な経済成長
• いまだに低いインフラ整備の水準
• 緊迫化する国際情勢を踏まえたセキュリティ強化等の必要性

（サイバーセキュリティを含む）
• エネルギーや半導体などの海外依存リスクの高まり
• 製造業等の国内投資への回帰、民間設備投資の更なる拡大の

見通し
• 世界の港湾におけるコンテナ取扱個数の増加
• 航空旅客需要の拡大、国際的な競争
• 訪日外国人旅行者数の増加とオーバーツーリズムへの懸念
• 訪日外国人の旅行消費額の増加

■人口減少・急速な少子高齢化がもたらす地域の危機
• 全国的な人口減少・少子高齢化の深刻化
• 地方都市の人口減少の加速
• 地方を中心とした生活サービスの利便性低下
• 公共交通の厳しい現状
• 空き家・空き地の増加
• 子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境
• コロナ禍を契機とした働き方、住まい方、生活様式等の多様化
• SDGｓ（持続可能な開発目標）
• Well-being（地域の生活環境と地域住民の生活の質）

■建設業や交通・運輸関係産業における人材不足の深刻化
• 生産年齢人口の減少
• 建設業や交通サービスにおける労働環境
• 外国人材受入れ
• Society5.0の到来
• 自動運転、無人化技術の実現に向けた技術の進展

■2050年カーボンニュートラル、ネイチャーポジティブの世界的
な潮流
• 脱炭素に関する政府目標の設定、投資競争
• 再エネ比率の比較
• グリーンインフラや生物多様性に対する国際的な認識の高まり
• サーキュラーエコノミーの必要性
• 国際的な脱炭素化に向けた目標の設定
• カーボンニュートラルに貢献し、産業となり得る新技術の登場
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地球温暖化に伴う気候変動の影響

2

1850年～1900年に対する世界平均気温における各シナリオごとの予測

・時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数が増加
４℃上昇
シナリオ

２℃上昇
シナリオ

※IPCC（気候変動に関する政府間パネル）による予測

◯ 全国各地で降水量が観測史上最高を記録するなど、これまでの常識を超えて自然災害が頻発・激甚
化。これまでの約40年で大雨の回数が約1.5倍増加。

◯ IPCCの予測によると、いずれのシナリオでも2040～2050年頃には気温は2℃程度上昇し、洪水発生
頻度は約２倍（※）に増加。

（※）流量変化倍率及び洪水発生頻度の変化倍率は一級水系の河川整備の基本
とする洪水規模（1/100～1/200）の降雨に降雨量変化倍率を乗じた場合と乗じない
場合で算定した、現在と将来の変化倍率の全国平均値

2040～2050年頃には
どのシナリオでも

世界の年平均気温は
２℃程度上昇

※値の幅は大気海洋結合モデルCMIP６の
モデルによる差であり、実線はその平均値



◯ 日本近海における、海域平均海面水温（年平均）は上昇しており、上昇率は100年あたり＋1.24℃で
ある。（1900年～2022年の上昇率）

◯ 台風は海面水温が２６～２７℃以上の海域で発生するといわれている。また海面水温が高いほど、台
風はより強くなる。（※）

日本の海面水温の変化

（※）台風の発生・発達は海面水温以外にも大気の状態も重要な要因であり、海面水温が高いだけでは台風の発生・発達につながらない。

1982年8月上旬 2023年8月上旬

日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向（℃/100年）
（左図）と海域区分（右図）（1900年～2022年の上昇率）

旬平均海面水温

出典：気象庁「気候変動監視レポート2022」（一部加筆）

出典：気象庁HP

日本海

北海道周辺
日本東方海域

関東沖海域

日本南方海域

九州・沖縄海域

日本海

北海道周辺
日本東方海域

関東沖海域

日本南方海域

九州・沖縄海域

海面水温の長期変化傾向
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世界の気温・海面水位の変化

○世界の平均気温は、100年あたり0.74℃の割合で上昇しており、温室効果ガスの排出が最も高い水準で
続いた場合、21世紀末には1850～1900 年と比較して約4.4 ℃上昇する可能性がある。

○世界の海面水位は上昇を続けており、温室効果ガスの排出が最も高い水準で続いた場合、21世紀末ま
でには1900年と比較して0.79から1.17 mの範囲で上昇する可能性が高く、2 mに迫る可能性も排除でき
ない。

世界平均気温のこれまでの変化

世界平均気温の将来予測

世界の海面水位のこれまでの変化・将来予測

気象庁HP「世界の年平均気温」より

IPCC AR6 WG1報告書「政策決定者向け要約」（気象庁訳）図SPM.8より

IPCC AR6 WG1報告書「政策決定者向け要約」（気象庁訳）図SPM.8より
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近年の自然災害の発生状況①（水害・土砂災害・雪害）
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降雪状況
京都東 亀山西

車両周辺の排雪作業 物資の配布

三重県

大阪湾

通行止め区間

1

8

21

365

1

25

E8

E25

愛知県

滋賀県
京都府

大阪府

E1

E1A

E1

E1

E1A

最大渋滞区間

令和５年１月大雪（2023.1）

岐阜県

E88

E89

17時台
最大
4cm/h

0時台
最大
5cm/h

15時台
最大
5cm/h

20時台
最大
4cm/h

1/24（火）

1/25（水）

1/26（木）渋滞による大規模車両
滞留事象発生区間
（約66km）

・1月24日からの記録的な大雪により、E25名阪国道等が通
行止めになり、滋賀・ 京都間のE1名神高速に交通集中し、
これにより、三重県から滋賀県に向かうE1A新名神高速で渋
滞が発生。上り勾配区間でもあり、立ち往生車両が発生。

乗員への声掛け・健康管理

＜被害状況＞
新名神高速における最大渋滞長：約66km（三重県・滋賀県）
通行止め開始から滞留解消まで：約28時間

名阪国道

令和４年８月大雨（2022.8）

・８月３日からの前線の停滞による大雨や台風第８号の影
響により、北海道、東北、北陸、近畿地方の日本海側を
中心とし、多数の地点で、猛烈な雨を観測。山形県、新
潟県の一部では大雨特別警報が発表された。

＜被害状況＞
・死者:2名
・住家被害：7,415棟
・国管理河川では４水系４河川、道県管理河川では51水系

128河川で氾濫が発生
・土砂災害は213件発生
・高速道路等14路線28区間、直轄国道12路線16区間、

都道府県管理道路60区間で被災通行止めが発生。※２

・５事業者11路線で鉄道の施設被害が発生。

※1

※1

最上川水系最上川の浸水状況
（山形県大江町）

荒川水系烏川周辺の浸水状況
（新潟県村上市）

※１：消防庁「令和４年８月３日からの大雨及び台風第８号による被害及び消防機関等の対応状況（第３２報）」（令和５年３月24日）
※２：都道府県管理道路は令和４年８月22日11時00分時点の通行止め区間数（最大）



近年の自然災害の発生状況②（水害・土砂災害・雪害）

・６月28日から梅雨前線等の影響で大雨となり、７月１日か
ら13日にかけて、北陸地方、山陰、九州地方の全9県で16回
の線状降水帯が発生。福岡県や大分県の一部には大雨特
別警報が発表され、九州では平成29年7月九州北部豪雨に
匹敵する雨となった。

＜被害状況＞
・死者:13名、行方不明者:１名
・住家被害:7,910棟
・国管理河川では６水系９河川、道県管理河川では38水

系113河川で氾濫が発生したほか各地で内水氾濫も発生。
・土砂災害は九州・中国・北陸地方をはじめ、各地で397件
（令和５年７月大雨で発生した土砂災害を含む）が発生。

・高速道路６路線20区間、直轄国道３路線５区間、都
道府県管理道路333区間で被災通行止めが発生。

・7月14日から16日にかけて、東北地方に梅雨前線が停滞
し、前線の活動が活発となった影響で、東北地方の北部を
中心に大雨となった。

※１：消防庁「令和５年６月２９日からの大雨等による被害及び消防機関等の対応状況（第３４報）」（令和６年３月６日）
※２：消防庁「令和５年７月１５日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第２３報）」（令和６年３月６日） 6

令和５年６月大雨（2023.6） 令和５年７月大雨（2023.7）

＜被害状況＞
・死者:1名
・住家被害:7,020棟
・国管理河川では2水系2河川、県管理河川では6水系16

河川で氾濫が発生したほか各地で内水氾濫も発生。
・高速道路１路線１区間、直轄国道１路線１区間、都

道府県管理道路29区間で被災通行止めが発生。
・鉄道は安全確認に時間を要したため秋田新幹線が５日

間運休となったほか、１事業者３路線で被災による運休
が発生。

土石流による被害
（福岡県久留米市田主丸町）

くるめし たぬしまるまち
筑後川水系小石原川の越水状況

（福岡県三井郡大刀洗町）
たちあらいまち

こいしわらがわ

みいぐん

ちくごがわ

雄物川水系太平川の溢水状況
（秋田県秋田市）

おものがわ たいへいがわ

あきたし

※1

※1

※2

※2

国道７号の土砂流入（秋田県秋田市）
あきたし



近年の自然災害の発生状況③（地震災害）

・令和4年3月16日23時36分に、福島沖を震源とする地震
（マグニチュード7.4、深さ57km、最大深度6強）が発生。

山形県沖を震源とする地震（2019.6）

・令和元年6月18日22時22分に、山形県沖を震源とする地
震（マグニチュード6.7、深さ14km、最大深度6強）が発生。

＜被害状況＞
・負傷者:43名※1

・住家被害:1,608棟※1

・住宅の屋根瓦の落下や観光
需要の落ち込み、公共土木
施設の被害が発生。

7

東北新幹線の電柱傾斜
※1：消防庁「山形県沖を震源とする地震による被害及び消防機関等の対応状況（第１９報）」（令和２年９月30日）

・令和5年5月5日14時42分に、石川県珠洲市で震度６強
を観測する地震（マグニチュード6.5、深さ12 km）、同日
21時58分にも同市で震度５強を観測する地震（マグニ
チュード5.9、深さ14km） が発生。

石川県能登地方を震源とする地震（2023.5）

がけ崩れによる被害（石川県珠洲市正院町）

＜被害状況＞
・死者：1名※4

・負傷者：48名※4

・住家被害：3,426棟※4

・道路の通行止めや土砂
災害等の被害が発生。

千葉県北西部を震源とする地震（2021.10）

・令和3年10月7日22時41分に、千葉県北西部を震源とす
る地震（マグニチュード5.9、深さ75km、最大深度５強）が
発生。

＜被害状況＞
・負傷者：49名※2

・住家被害：72棟※2

・首都圏の鉄道の運転見
合わせや翌朝の減便
などにより、通勤通学へ
の影響が発生。

福島県沖を震源とする地震（2022.3）

＜被害状況＞
・死者:４名※3

・負傷者：248名※3

・住家被害:57,242棟※3

・東北新幹線の運転見合わ
せや高速道路の通行止め
などの被害が発生。

住宅の屋根瓦の落下
発災翌朝の状況（JR西川口駅10/8 7時頃）

（出典）NHK

※2：消防庁「千葉県北西部を震源とする地震による被害及び消防機関等の対応状況（第１０報）」（令和４年11月18日）
※3：消防庁「福島県沖を震源とする地震による被害及び消防機関等の対応状況（第２４報）」（令和５年３月24日）
※4：消防庁「石川県能登地方を震源とする地震による被害及び消防機関等の対応状況（第２４報）」（令和６年３月６日）



大規模地震の切迫と被害想定

◯ 南海トラフで発生するＭ８からＭ９クラスの地震の30年以内の発生確率は70％～80％と推計されている。
◯ 南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震なども切迫する巨大地震・津波により甚

大な被害の発生が懸念されている。

8

（出典）内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について （最終報告）（平成 25 年 12 月）別添資料1,3,4」より国土政策局作成

（出典）内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について
（平成24年8月）及び（平成25年3月）」より国土政策局作成



○ 笹子トンネル事故（2012年）以降も、依然として老朽化したインフラ施設で事案が発生している。

■2021年10月、和歌山市の紀の川に架かる水管橋が落橋し、
紀の川右岸の６万戸（13.8万人）で断水が発生。

■下水道管きょの老朽化が原因と見られる道路陥没は全国で年間3千件程度発生。

■2023年6月、しなの鉄道の上田駅構内で車両が脱線。
一部区間で3日間運休し、延べ2万3000人に影響。木製の
枕木の老朽化により、レールの幅が広がったことが原因とみられる。

（写真）近畿地方整備局HPより （写真）しなの鉄道株式会社より

（写真）国土交通省資料より
（出典）国土交通省資料

交通・物流網やライフラインの寸断につながる事案の発生

9



10

老朽化した社会資本①

建設後50年以上経過する社会資本の割合が加速度的
に進行。（道路橋では2030年に約55％）

※予防保全：
損傷が軽微な早期段階

での手当てにより、施設を
長寿命化させること

例えば、道路橋においては、緊急又は早期に措置すべきもの（判定区分Ⅲ・Ⅳ）が約５万９千橋（※1）。
このうち、地方公共団体における修繕等の措置の着手率は半数未満 に留まる（2022年度末時点）。

○ 高度経済成長期以降に集中的に整備した社会資本が加速度的に高齢化 。
○ 予防保全により維持管理・更新費用の縮減に取り組むことで、30年後の維持管理・更新費は事後保全に比べて約5割縮減。

構造物の機能に支障が生じていない状態。健全Ⅰ

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

予防保全
段階Ⅱ

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態。

早期措置
段階Ⅲ

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

緊急措置
段階Ⅳ

判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の橋梁等では応
急措置ができない場合などに「通行止め」「通行規
制」が発生するなど、社会的影響が大きい。

国交省所管インフラを対象に30年後の維持管理費・更新費
を推計したところ、「事後保全」の場合約2.4倍になるが、「予
防保全」に取り組むことで約1.3倍に抑えることができる見込み。

橋脚の洗掘
＜判定区分Ⅳ＞

橋梁の裏側の鉄筋露出
＜判定区分Ⅲ＞

※2018年11月 国土交通省公表資料より
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老朽化した社会資本②

措置が必要な
施設数

41%

42%

49%

50%

10%

8%

0.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

○地方公共団体では修繕等が必要な約42,000橋の措置が未だ完了しておらず、これまでの予算水準では予
防保全への移行までに約20年必要。

■ 修繕等措置状況

着手済み

措置が必要な
施設数

（Ⅲ・Ⅳ判定）

管理者
(点検数) うち完了

11,153
(19%)

27,708
(47%)

58,888全体
（722,176）

562
(15%)

2,383
(62%)

3,825国土交通省
（37,867）

537
(19%)

1,377
(50%)

2,759高速道路会社
（23,507）

10,054
(19%)

23,948
(46%)

52,304地方公共団体
（660,802）

（2021年度末時点）

１年間で判定区分Ⅲ・Ⅳの
橋梁は2,000橋減少

2022年度末時点 1年後

判定区分
Ⅲ・Ⅳ

措置未完了
（約42,000橋）

措置完了
-7,000橋 新たなⅢ・Ⅳ

+5,000橋
判定区分

Ⅲ・Ⅳ
措置未完了

（約40,000橋）

これまでの予算水準では、
予防保全への移行に約20年かかる。

地方公共団体では未だ修繕等が必要な
約42,000橋の措置が完了していない。

■ 橋梁の点検結果の推移

（参考）健全性の診断区分

Ⅲ・Ⅳ計
69,051橋

Ⅲ・Ⅳ計
58,888橋

4年

：Ⅰ（健全） ：Ⅱ（予防保全段階） ：Ⅲ（早期措置段階） ：Ⅳ（緊急措置段階）

2018年度末
までの点検結果

（１巡目点検終了）
(716,466橋)

2022年度末
時点

(723,027橋)

減少

１巡目点検終了時に比べて、老朽化対策は着実に進捗

２０２２年度末時点
措置未完了の橋梁数
約４２，０００橋

１年間に減少する
判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数

÷ 約２，０００橋/年＝ 約２０年

構造物の機能に支障が生じていない状態。健全Ⅰ

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。予防保全段階Ⅱ

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。早期措置段階Ⅲ

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。緊急措置段階Ⅳ

（52,304 - 10,054 = 42,250）

地方公共団体



0人

437 

25%

1～2人

154 

9%

3～5人

236 

13%

6～10人

220 

13%

11人以上

694 

40%

○ 市町村全体の職員数は、2005年度から2021年度の間で約9%減少している。
○ 市町村における土木部門の職員数の減少割合は約14%であり、市町村全体の職員数の減少割合

よりも大きい。
○ 市町村全体の職員数は、近年増加傾向であるが、土木職員数は依然横ばいとなっている。
○ 技術系職員が5人以下の市町村は全体の約5割である。

※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。また市町村としているが、特別区を含む。
※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

市町村全体では約9%減少

752,309人

105,187人
うち土木部門は

約14％減少

90,719人

685,635人

市町村における技術系職員数
※１、※２※１

西暦（年度）

0人
437団体

25%

1～2人
154団体

9%3～5人
236団体

13%
6～10人
220団体

13%

11人以上
694 団体

40%

５人以下
が約５割

市町村における維持管理体制（人員の推移）

12



■ＡＩ（人工知能）を活用した小規模橋梁点検

見落としや個人差などのヒューマンエラーの抑止、
労務費用や点検費用の削減が期待

■ ドローンを活用した職員による橋梁点検

写真-ドローン

テスト飛行で撮影した橋梁の下面

～石川県七尾市の取組～ ～千葉県君津市の取組～
ドローン撮影の動画活用による

損傷の見落とし回避などの効果が期待

出典：君津市ＨＰ

ドローン技術の活用に向けた職員
向けの研修会の実施

関係協力企業等も交えた
実証実験の成果報告会

ＡＩ、ドローン等の新技術の発展
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各国のGDP伸び率の見込み

○ アジア主要国のＧＤＰは大きく増加し、2000年以降の約50年間で、中国のＧＤＰは約12.3倍、インドは12.4倍、
インドネシアは8.1倍の成長となる見込み。他方、先進国のＧＤＰは緩やかな増加となっており、日本は約1.3倍とな
る見込み。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」 14
（出典）Economic Outlook No 109 – October 2021- Long-term baseline projectionsより国土政策局作成
（注）ＧＤＰの単位は、ドルベースの購買力平価。

Canada

IndonesiaIndia China

Japan

UK

EU圏（17か国）

United States

2000年 2020年 2050年

2000年 2020年 2050年

2000年 2020年 2050年
2000年 2020年 2050年

2000年 2020年 2050年

2000年 2020年 2050年

2000年 2020年 2050年

2000年 2020年 2050年

2.1兆 2.7兆 4.2兆

1.2兆 1.6兆 2.7兆

13.7兆 19.3兆 32.1兆

4.7兆 5.1兆 6.1兆

4.5兆 23.5兆 54.8兆

1.2兆 3.2兆 9.8兆2.7兆 8.4兆 33.4兆

11.9兆 14.0兆 20.5兆

12.3倍

主要国のGDPの変化（USドル）

2.3倍

12.4倍

8.1倍

1.3倍

2.0倍

1.7倍

2.3倍



未だに低いインフラ整備の水準①

＜参考＞諸外国の平均都市間連絡速度

＜車線別延長割合の国際比較＞

＜ 無電柱化の整備状況＞

※国内：道路延長ベース、国外：ケーブル延長ベース

韓国中国イギリスフランスドイツ日本

77km/h87km/h74km/h88km/h84km/h62km/h

パリ・ロンドン・シンガポール・香港台北東京23区大阪市

100％96％8％6％

＜主要な都市間連絡速度（R3年度）＞

60 km/h 以上
60 km/h 未満

【凡例】

〇大規模災害時や大雪への対応、対面通行の安全性・走行性に不
可欠な高速道路の４車線化が立ち遅れている

〇日本の都市間連絡速度は、約4割の都市間（89/208リンク）
が60km/hに満たないなど、諸外国に遅れをとっている

〇電力や通信の途絶や円滑な交通・救護活動の支障のリスクを回
避する無電柱化も立ち遅れている※都市間連絡速度の算出方法 : 対象は113都市、208リンク。

ETC2.0(R3小型車)の旅行速度データを用いて算出
※この地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。
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未だに低いインフラ整備の水準②

＜諸外国の目標とする治水安全度と整備率＞

【河川】
200年に一度の大雨を想定した治水安全度を確保した河川整備計画すら
完成していない

【都市公園】
都市部においては、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防
災性の向上の観点から必要とされる都市公園の整備状況も十分ではない

4.4 11.3 11.6 18.6 21.7 26.9 27.9 

52.3 

80.0 

0
20
40
60
80

100
＜一人当たりの公園※面積（㎡／人）国際比較＞

※ 東京23区は、都市公園以外の公園を含んでいる。

※1 FLOODPLAIN MANAGEMENT in the UNITED STATES : AN ASSESSMENT REPORT, VOLUME 2 : FULL REPORT, 1992
※2 SHARING THE CHALLENGE : FLOODPLAIN MANAGEMENT INTO THE 21ST CENTURY
※3 Annual Report of Fiscal Year 2011 of the Secretary of the Army on Civil Works Activities (1 October 2010–30 September 2011)
※4 Thames Estuary Partnership (1999) Management Guidance for the Thames Estuary
※5 National Water Plan 2009-2015
※6 Annual Report Rijkswaterstaat 2013

78%　※３

（2011）
テムズバリア完成

（1982）
一次洪水防御堤

(primary flood defence)
72.9%
（2022）
52.6%
（2022）

日　本
荒川 1/200

大和川 1/200

整備率
（完成率）

オランダ 1/2,000～1/10,000（沿岸部）　※５ 概成　※６

米　国 ミシシッピ川本川下流 概ね1/500程度　※１・２

英　国 テムズ川 1/1,000（ロンドン含む感潮区間）　※４

河川名等国　　名 治水安全度の目標

16

※7

※7

※7 河川の堤防整備率・「コンテナ取扱個数」は、外内貿を含む。 2022年時点（速報値）。
・「16m以深のコンテナバース数」は、2023年9月時点。
・ロッテルダム港のコンテナバース数は、16m以深のコンテナバース延長（9,400m）より、1バースを400m
と仮定し算出。

釜山新港 （比較）横浜港南本牧ふ頭
＜水深16m以上のコンテナターミナル＞

0 1,000m

＜大型コンテナ船寄港に必要とされる16m以深の岸壁と
コンテナ取扱個数の国際比較＞

ロッテル
ダム港

ロサンゼルス
／

ロングビーチ港
シンガ

ポール港釜山港阪神港京浜港

182328257 8
16m以深の
コンテナバース

数

1,4461,9053,7292,208528791
コンテナ

取扱個数
（万TEU）

【港湾】
世界におけるコンテナ船の大型化の潮流に対応した超大型コンテナ船の
入港も可能とする国際水準の水深、広さを有するコンテナターミナル等の
整備も遅れをとっている

バース延長：7,900m
最大水深：18m



世界の不確実性指数の高まり・国際経済秩序の変動

○ 過去10年間、世界情勢は地政学的対立を背景に不安定化が拡大する傾向にある。
○ 産業・技術基盤を取り巻く秩序が変化する中で、経済をめぐる官民の取組も再構成が必要となっている。

出典：）https://www.policyuncertainty.com/
https://www.imf.org/ja/News/Articles/2021/01/19/blog-what-the-continued-global-uncertainty-means-for-you に一部加筆

【出典】経済産業省「経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン」（令和５年10月）

ロシアによる
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コロナショックにおいて発生したサプライチェーンの寸断

○ コロナショックにより、部品や素材調達等のサプライチェーンが寸断。
○ 効率的な生産体制（少ない在庫、コスト競争力のある海外での集中生産）や陸海空の機動的な物流など

現代の経済活動を支える機能が停止に追い込まれ、リスクが顕在化。

【出典】経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」（令和５年６月）
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サイバー攻撃の増加

○ NICTが運用している大規模サイバー攻撃観測網（NICTER）が2022年に観測したサイバー攻撃関連通信数は、
約5,226億パケット。5年前と比較すると2.4倍。

○ また、各IPアドレスに対しては、183万パケット。これは、17秒に1回攻撃関連通信が行われている。

【出典】経済産業省「経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン」（令和５年10月）
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名古屋港コンテナターミナルのシステム障害について

名古屋港の事案の原因及び対応策の分析
システムを運用する名古屋港運協会等からのヒアリング

第1回
令和5年
7月31日

中間取りまとめ① 【緊急的対策】
（情報セキュリティ対策、システム障害発生時の対応策）

第2回
9月29日

中間取りまとめ② 【制度的措置】
（サイバーセキュリティ政策及び経済安全保障政策における港湾の位置付け）

第3回
11月30日

取りまとめ
○港湾運送事業法の観点
一般港湾運送事業者が作成する事業計画にターミナルオペレーションシステムの概要

や情報セキュリティの確保に関する事項の記載を求め、国が審査する仕組みを導入

○サイバーセキュリティ基本法の観点
「重要インフラのサイバーセキュリティにかかる行動計画」を改定し、重要インフラ分野に

「港湾分野」を位置付ける方向で検討

○経済安全保障の観点
経済安全保障の観点からも国として積極的な関与を行うため、経済安全保障推進

法の趣旨も踏まえ、ターミナルオペレーションシステム（TOS）を使用して役務の提供を
行う一般港湾運送事業を経済安全保障推進法の対象事業とすることが必要であると
考えられる。

第4回
令和6年
1月24日

・10月2日、関係事業者に周知、必要な措置を講じるよう注意喚起
・11月～12月、全国4か所（東京、名古屋、大阪、福岡）で説明会
を実施

○対象：名古屋港統一ターミナルシステム(NUTS)※

※名古屋港の5つのコンテナターミナルにおけるコン
テナの積みおろし作業、搬入・搬出等を一元
的に管理するシステム

○原因：不正プログラム（ランサムウェア）への感染

○影響：令和5年7月4日から7月6日までの
3日間において、

・荷役スケジュールに影響が生じた船舶
37隻

・搬入・搬出に影響があったコンテナ
約2万本（推計）

システム障害の概要

○ 令和5年7月、名古屋港コンテナターミナルのシステムがランサムウェアに感染し、約3日間にわたりコンテナの搬入・搬出作業が停止
○ 同7月、有識者等からなる「コンテナターミナルにおける情報セキュリティ対策等検討委員会」を設置
○ 緊急的対策として、専門家の知見を踏まえた港湾分野における情報セキュリティ対策を事業者に周知徹底
○ 情報セキュリティ対策等の推進のための制度的措置についても同委員会で検討

有識者委員会における検討等
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エネルギー自給率の国際比較

○ 2020年の日本のエネルギー自給率は11.3%で、ほかのOECD諸国と比べると低水準となっている。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」
21

主要国の一次エネルギー自給率比較（2020年）

我が国のエネルギー自給率



日本の半導体産業の現状（国際的なシェアの低下）

○ 日本の半導体産業は、1990年代以降、徐々にその地位を低下。

【出典】第１回半導体・デジタル産業戦略検討会議（令和３年３月24日）資料４「半導体戦略」 22



民間設備投資の更なる拡大の見通し 国内投資拡大のための官民連携
フォーラム（2023年４月６日）
日本経済団体連合会提出資料
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世界の港湾におけるコンテナ取扱個数の増加

24

○ 日本の港湾は、釜山港や上海港といったアジア主要港に比較して貨物量が少ないことなどにより、船舶の大型化が進む国際
基幹航路の日本への寄港回数が減少傾向にある。

○ 先般の新型コロナウイルス感染症の影響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱下においては、特に海外でトランシップ
した貨物について、海上輸送日数の増加により、製品の生産や納品までのリードタイムの長期化・不透明化が発生した。

○ このような経験を踏まえ、我が国企業のサプライチェーンの強靭化・安定化に資する国際基幹航路の維持・拡大は喫緊の課題
となっている。

2020年2010年

7億9,887万TEU5億4,176万TEU全世界

2,139万TEU1,897万TEU日本

4億1,379万TEU2億5,990万TEU東・東南アジア（日本除く）

世界の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移

1.5倍

1.1倍

1.5倍

コンテナ船の大型化と我が国港湾の最大水深岸壁の推移

アジア主要港と我が国港湾の国際基幹航路の寄港回数の比較
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アフリカ： 0回
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北米（東岸）： 0回

2022年
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北米（西岸）：7回
北米（東岸）：0回
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船名：箱根丸
船長：187m
最大積載量：752TEU

日本船主初のコンテナ船

船名：MOL ENDEAVOR
船長：294m
最大積載量：4,500TEU

パナマックス船

横浜港南本牧
（18m 15年4月供用）

横浜港南本牧
（16m 01年4月供用）

神戸港ＰＩ２期
（15m 96年4月供用）横浜港大黒

（14m 92年10月供用）

横浜港大黒
（13m 81年2月供用） 我が国の最大

水深の状況

現在就航中の世界最大級船

船名：MSC MICHEL

CAPPELLINI

船長：400m

最大積載量：24,346TEU



世界の空港の状況

25

○ 世界の航空旅客数は、2019年まで着実に増加後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により一時的に
減少したが、2021年は回復傾向にある。

○ また、世界各都市の空港の発着回数と旅客数についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により一
時的に減少したものの、2021年に引き続き、2022年は回復傾向にある。

世界の航空旅客数の推移（2002年～2021年） 世界各都市内の空港の就航都市数・発着回数・旅客数
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2257 2271 2277
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3103

3303

3533

3796

4071

出典：ICAO ｢Annual Report of the Council｣から航空局作成

4322
4486

1792

2284

出典：
・就航都市数：｢ＯＡＧ時刻表｣（2023年3月26日～4月1日の定期旅客直行便のデータ）
・発着回数・旅客数：｢ACI Annual World Airport Traffic Dataset,2023 Edition 2022 Data｣

からそれぞれ航空局作成

（※総旅客数 内訳不明）



国際航空路線の旅客輸送量の状況（我が国主要空港とアジア主要空港の比較）

出典：｢ACI Annual World Airport Traffic Dataset｣から
航空局作成

○ 2022年国際線旅客輸送量については、2021年から回復したものの、空港により回復傾向の差が見られる。
我が国で見ると、首都圏空港は約7割の減少率（2019年比）である一方、関西・中部国際空港では9割
以上の減少率（2019年比）となっている。
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我が国の国際航空旅客輸送の動向
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関西空港
伊丹空港

羽田空港
成田空港

※国土交通省資料より作成

（令和）（昭和）

○ 我が国の国際航空旅客数は、平成１３年の米同時多発テロ、平成１５年のイラク戦争、ＳＡＲＳ、平成２０年のリーマン・ショック、平成２３
年の東日本大震災の発生ごとに一時的な落ち込みが見られたが、近年においてはＬＣＣの参入や訪日外国人旅行者の増加等により増大しており、
平成３０年度に１億人を突破した。

○ 令和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客数は大幅に減少したが、令和３年度以降は再び増加に転じている。
令和４年度

旅客数合計 3,047万人
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世界の航空旅客需要予測（～２０４２年）

出典：（一財）日本航空機開発協会「民間航空機に関する市場予測」から航空局作成

○ 世界の航空旅客需要予測によると、世界各地で需要増が予想されており、中でもアジア/太平洋地域での
伸びが大きいと見込まれている。
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3月:308

訪日外国人旅行者数の推移
万人 約3,200万人

出典：日本政府観光局（JNTO）
※ 2022年以前は確定値,2023年,2024年1月の値は暫定値、2024年２月及び３月は推計値

国・地域別訪日者数上位

2024年３月
（2019年同月比）

６６万人
（113%）

①韓国

４８万人
(120%)

②台湾

４５万人
(65%)

③中国

２９万人
(164%)

④米国

２３万人
(135%)

⑤香港

1月～３月
約856万人

年

〇 2022年10月の水際措置の緩和以降、訪日外国人旅行者数は堅調に回復し、2023年は2,500万人を超えた。
〇 ３月の訪日外国人旅行者数は約308万人とコロナ前2019年と比較すると112％の回復(中国からの訪日を除くと

127%の回復)  となり、昨年10月より6ヶ月連続で単月ではコロナ前の水準を回復した。
○１月～3月の累計では約856万人と第1四半期で過去最高となった。

1月:269

2月:279

2019年同月比同水準以上

10月:252

12月:273 (108％)

(101％)

11月:244 (100％)

(100％)

(107％)

約2,507万人
2019年同月比

(112％)

インバウンドの状況（旅行者数）
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地域において発生している課題の事例

北海道美瑛町

＜混雑＞
○観光客の車両が集中することで交通渋滞が発生。また、

生活道路や農道への違法駐車により、生活交通が妨げら
れている。

＜マナー違反＞
○美しい風景の写真を撮るために農地（私有地）への立ち

入りが多数発生。

神奈川県鎌倉市
＜混雑＞
○鎌倉駅周辺等で多客期において観光客による混雑が発生。

京都府京都市

＜マナー違反＞
○人気アニメの影響で有名な踏切周辺において、写真撮影

のため多くの観光客が公道に滞留。
○観光客によるごみの投棄等も問題となっている。

＜混雑＞
○主要観光地へ向かうバスが増便されているものの、これ

を上回る乗客によりバスターミナルや車内が混雑。また、
大型手荷物の持ち込みにより、円滑な運行に支障。

＜マナー違反＞
○芸舞妓を無断で写真撮影したり、車道まで広がっての歩

行、私有地への無断立ち入り等の事例も発生。 30



インバウンドの状況（消費額）

31
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宿泊費 飲食費 交通費 娯楽等サービス費 買物代 その他

15万8,531円

年

訪日外国人旅行者による消費額の推移
兆円

約4.8兆円

費目別１人１回当たり旅行消費単価
円

21万2,764円

（試算値）

＋34.2%＋10.2%
(＋31.2%)

(＋5.2%)

(＋69.8%)

(＋44.4%)

(＋38.1%)

(＋55.2%)

約5.3兆円

（試算値）

10-12月
:1.7兆円

2019年同期比
138.8％

2019年同期比100%以上

7-9月
:1.4兆円

2019年同期比
116.8％

出典：「訪日外国人消費動向調査」より算出

1-3月
:1.8兆円

2019年同期比
152.0％

（試算値）

〇2023年の訪日外国人消費額は、5.3兆円と過去最高（2019年は4.8兆円。2019年比10.2％増)
〇訪日外国人（一般客）一人当たりの旅行支出は、約21万円（2019年比34.2%増）
〇費目別にみると、宿泊費、娯楽等サービス費、交通費等が上昇

※平均泊数が伸びたこと（8.8泊→10.1泊）や円安・物価上昇の影響等が考えられる
〇2024年1－3月期の訪日外国人消費額は、約1.8兆円と四半期として過去最高。

一人当たりの旅行支出は約21万円。



人口減少・少子高齢社会の到来

32【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」
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（出典）総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」をもとに国土交通省国土政策局作成。

（年）

2020年

○総人口は、2020年の12,615万人から、2050年には10,469万人（17％減）、2070年には8,700万人（31％減）に減少。
○高齢人口（総人口比）は、2020年3,603万人（28.6％）から、2050年には3,888万人（37.1％）と285万人増（7.9％増）、2070年には3,367万

人（38.7％）と236万人減（6.6％減）。（高齢人口のピークは2043年3,953万人）
○生産年齢人口（総人口比）は、 2020年7,509万人（59.5％）から、2050年には5,540万人（52.9％）と1,969万人減（26.2％減）、2070年には

4,535万人（52.1％）と2,974万人減（39.6％減）。
○若年人口（総人口比）は、 2020年1,503万人（11.9％）から、2050年には1,041万人（9.9％）と462万人減（30.7％減）、2070年には798万人

（9.2％）と705万人減（47.0％減）。

（推計）

（万人）

生産年齢人口
(15～64歳)

高齢化率

（総人口比、％）

高齢人口
(65歳以上)

若年人口
(０～14歳)

1,503万人
（11.9%）

7,509万人
（59.5％）

3,603万人
（28.6％）

798万人
（9.2％）

4,535万人
（52.1％）

3,367万人
（38.7％）

総人口
8,700万人

総人口
12,615万
人

総人口
10,469万
人

3,888万人
（37.1％）

5,540万人
（52.9％）

1,041万人
（9.9％）

2050年



2050年には有人メッシュの約２割が無居住化

○2050年には全国の約半数の有人メッシュで人口が50％以上減少し、人口の増加がみられる地域は沖縄
県等の一部地域を除き都市部に限られる。
○約２割の有人メッシュで無居住化する。
○人口規模が小さい市区町村ほど人口減少率が高くなる傾向があり、特に2015年時点で1万人未満の市
区町村に居住する人口は、2050年には半減する。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」 33
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全国の約半数の地域（有人メッシュの51％）で人口が半減

市区町村の人口規模別の人口減少率

将来の人口増減状況（１kmメッシュベース、全国図）

（出典）総務省「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」等をもとに国土交通省国土政策局作成。
（備考）左図については、平成27年国勢調査時点（平成27年10月１日現在）における避難指示区域を黒塗り（斜線）で示している。
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三大都市圏・地方圏の転出・転入の推移

○地方圏の転出超過傾向及び東京圏への転入超過傾向は概ね継続しており、東京一極集中の構造は
是正されていない。
○2020年からのコロナ禍により東京圏への転入超過は緩和傾向となったが、2022年には転入超過が拡大
（94,411人）。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」 34
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東京圏

転入超過数（東京圏）のピークは
1962年（39万人）

地方圏

転出超過数（地方圏）のボトムは
1961年（▲65万人）

東日本大震災
（2011年）

リーマンショック
（2008年）

（年）

バブル景気に伴う転入超過期

第一次石油ショック
（1973年）

第二次石油ショック
（1979年）

バブル崩壊
（1991年）

大阪圏

名古屋圏

2000年以降の転入超過期高度経済成長に伴う転入超過期

新型コロナ感染拡大
（2020年）

（東京圏）
2022年：
94,411人

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに国土交通省国土政策局作成。値は日本人移動者数。
（注）上記の地域区分は以下のとおり。
（注１）：東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県 大阪圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
（注１）：三大都市圏：東京圏、名古屋圏、大阪圏 地方圏：三大都市圏以外の地域



地域の足の衰退と買物弱者の懸念

○暮らしや生活環境に対し、人々が重視している項目や満足している項目をみると、防災体制に加え、買い
物や公共交通の利便性が重視されていることがうかがえる。
○一方、満足度については、公共交通の利便性について、「全く満足していない」と答えた人が約
１割となっており、他の項目より高かった。

【出典】国土交通省「国民意識調査」 35

自然災害等に対する防災体制
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買物弱者等の増加

○ 地元小売業の廃業、公共交通や既存商店街の衰退等により、高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便
や苦労を感じる、買物弱者等が全国的に増加。

○ 店舗まで500m以上かつ自動車利用困難な「食料品アクセス困難人口」でみると、65歳以上高齢者の4人に1人
の割合であり、地方圏で高いが、三大都市圏でも増加傾向。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」 36
（出典）農林水産政策研究所ホームページ

食料品アクセス困難人口の割合
（2015年・市町村別）

注1）アクセス困難人口とは、店舗まで500m以上かつ自動車利用困難な65歳以上高齢者を指す。
2）「平成27年国勢調査」および「平成26年商業統計」のメッシュ統計を用いて推計したものである。
3）店舗は食肉、鮮魚、果実・野菜小売業、百貨店、総合スーパー、食料品スーパー、コンビニエンスストアである。
4）東京圏は東京、埼玉、千葉、神奈川、名古屋圏は愛知、岐阜、三重、大阪圏は大阪、京都、兵庫、奈良である。
5）ラウンドのため合計が一致しない場合がある。

食料品アクセス困難人口の推計（2015年）
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地域公共交通の状況（地域交通を取り巻く環境）

○ 高齢ドライバーによる自動車事故に関する関心が高まり、運転免許の自主返納の動きが進展。
○ 一方、自主返納後の移動手段に対する不安の声や、自主返納をためらう声も。

免許返納数の推移

（出典）警察庁公開資料より、国土交通省総合政策局作成

（千件）
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（％）

5万人未満市町
村
5万人以上市町
村
政令市・県庁所
在地・中核市
３大都市圏

公共交通が減り自動車が
運転できないと生活できない

大都市へのアクセスが悪い

徒歩圏内のコンビニ、スーパー、
病院などの施設が少ない

趣味・娯楽など
楽しめる場所がない

コミュニティが弱く
頼れる人がいない

住民の高齢化や減少により
コミュニティの維持が不安

居住地域に対する不安（地域別）

（出典）国土交通省「平成29年度国民意識調査」



地域公共交通の状況（乗合バス・地域鉄道の現状）

38

赤字事業者の割合乗合バスと地域鉄道の利用者数
H2=100とした場合の推移

（年度）

○ 地方部では、人口の減少等を背景に、乗合バス・地域鉄道の利用者は減少傾向。

○ 乗合バス事業者の87.1%、地域鉄道事業者の89.5%が赤字事業者となっているなど厳しい経営状況にある。

資料：国土交通省物流・自動車局作成

調査対象事業者：地域鉄道95社
鉄道局調べ

赤字事業者
89.5％

黒字事業者
10.5％

鉄軌道事業者の収支状況（2022年度）36

67 
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H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

路線バス（三大都市圏以外） 地域鉄道

調査対象事業者：保有車両30両以上の217者

乗合バス事業者の収支状況（2022年度）
黒字事業者

12.9%

赤字事業者
87.1%

（出典）「自動車輸送統計年報」「鉄道統計年報」より国土交通省作成
※地域鉄道については、昭和63年度以降に開業した事業者を除く70社



○ 空き家の総数は、この10年で約1.1倍（757万戸→849万戸）に増加。
○ 種類別の内訳では、賃貸用又は売却用の住宅等を除いたその他の住宅（使用目的のない空き家）がこの10年で 約
1.3倍に増加（349万戸）。
○ なお、その他の住宅（349万戸）のうち、一戸建（木造）が最も多い（240万戸）。

二次的
住宅
4.5%

賃貸用の
住宅

51.0%

売却用の
住宅
3.5%

一戸建
（木造）
28.3%

一戸建
（非木造）

1.4%

長屋建
1.9%

共同住宅
（木造）
1.4%

共同住宅
（非木造）

7.8%
その他
0.3%

30
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二次的住宅
賃貸用又は売却用の住宅
その他の住宅
空き家率

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の種類別内訳】【空き家の種類別の空き家数の推移】

【出典】：平成30年住宅・土地統計調査（総務省）

空き家総数
8,488,600戸

(381,000)

394
448

576
659

757
820

849

（万戸）

その他の
住宅

41.1%
(3,487,200)

(4,327,200)

(293,200)

(2,398,900)

(119,600)

(165,300)

(118,600) (661,000) (23,700)

空き家の増加（推移及び種類別内訳）
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空き家の増加（「その他空き家」率の推移）

○その他空き家率（その他空き家数（注）／総ストック数）は上昇傾向にあり、その他空き家率が10％
を超える都道府県は、この10年間で０→６自治体に増加。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」
40

○その他空き家率の推移（都道府県別）

（出典）住宅・土地統計調査（総務省）

注）その他空き家数とは、空き家のうちその他の住宅の数を指す。



空き地等の発生状況

41

○ 世帯の保有する空き地の面積は約2.2倍に増加し、空き地率も6.5%から12.4%へと増加するなど、この10 年
間で、全国の空き地の面積が急増している。

2008 空き地率
全国平均 6.5%

2018 空き地率
全国平均 12.4%

凡例

0～5％

5～10%

10～15％

15％～

出典：「国土交通政策研究所紀要第80号2022年」

2013 空き地率
全国平均 8.6%

世帯の所有する空き地等について 空き地率の推移（都道府県別）

0%



子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境

【出典】こども未来戦略会議第１回資料５-３「 こども・子育て政策の強化について（試案）（参考資料）」（令和５年４月７日） 42



テレワークの利用状況

○全国のテレワーク実施率は2023年3月時点で約３割となっており、新型コロナ感染症拡大前と比較して高い傾向。
○テレワークの利用拡大が進むための課題は、2020年から2022年にかけて減少してきている。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」
43

地域別のテレワーク実施率 （就業者）

（出典）内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
（左図：令和５年４月 右図：令和４年７月）

テレワークの利用拡大が進むために必要な課題

※働き方に関する問に対し、「テレワーク（ほぼ100％）」、「テレワーク中心（50％以上）で定期的
にテレワークを併用」、「出勤中心（50％以上）で定期的にテレワークを併用」、「基本的に出勤だ
が不定期にテレワークを利用」のいずれかに回答した人の割合

東京都23区

全国

地方圏

※「テレワークできない又は合わない職種である」と回答した人の割
合は、2020年5-6月は34.6%、2022年6月は27.8%



地方移住への関心の高まり（移住相談件数の増加）

○東京での移住相談件数は、2010年代の一貫した増加傾向から、コロナ禍の影響により2020年は一旦減少したが、2021年以降は再
度増加。特に、女性の相談件数が増えている。また、40代以下の若い世代の相談が７割程度を占めている。

○移住に伴う就労形態については、テレワークを希望する人が増えている。

【出典】国土審議会第19回計画部会（令和５年５月 26 日）資料３-３「国土形成計画（全国計画） 関連データ集」 44
（出典）認定NPO法人ふるさと回帰支援センター プレスリリース（令和５年２月１６日、令和４年２月２２日）。



外務省HP「SDGsの概要及び達成に向け
た日本の取組」より抜粋
（ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html ）

45



Well-beingに関する国際的な動向

○持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）の１つとして、あらゆる年齢のす
べての人々のWell-beingを促進することが位置づけ。

○2021年、WHOはコロナ禍においてディスカッションペーパーを発表。Well-beingの概念をSDGsの１７の
ゴールのそれぞれに関連するものとし、社会的なWell-beingの促進が新型コロナウイルスへの対応を可能と
するとしている。

【出典】第１回民間投資による良質な都市緑地の確保に向けた評価のあり方検討会説明資料（令和５年2月21日） 46



日本における年齢３区分別の人口の推移

○人口減少及び少子高齢化に伴い、我が国の生産年齢人口（15～64歳人口）は、1980年から2021年
までに約440万人減少しており、今後も減少する見込み。

〇また65歳以上の人口は2021年時点で約3,621万人であり、総人口に占める割合は28.9％となっている。

【出典】デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４年１２月２３日閣議決定） 「参考資料（データ集）」 47



建設業を取り巻く現状と課題

48

○ 就業者はここ20年で急速な高齢化が進行しており、今後、国土交通分
野の業種においても担い手不足の深刻化が懸念される。

○ 建設業は全産業平均と比較して年間68時間長時間労働の状況。

出典： 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

○ 他産業では当たり前となっている週休２日（４週８休）が確保できていない
場合が多い。

出典：国土交通省「令和５年版国土交通白書 概要 」

出典：国土交通省「適正な工期設定による働き方改革の推進に関する調査」
（令和５年５月31日公表）

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より国土交通省作成
※ 年収額＝所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

建設技能者の賃金の推移

○ これまで、公共工事設計労務単価の引上げをはじめ、様々な取組によって、
建設分野の賃金は着実に上昇してきたところ。

○ 今後も、未来を支える担い手の確保・育成のため、優れた技能レベルや厳しい
労働環境に相応しい賃上げに取り組む必要がある。

産業別就業者の年齢構成の推移



交通サービスにおける担い手の不足・高齢化

○ 有効求人倍率については自動車運転の職業（バス、タクシー、トラックの運転手）が突出して高くなっている。
○ 交通事業の就業者は、15～34歳が占める割合が、他産業に比べ低くなっている。
○ バス、トラック等の自動車運転者の就業構造は、総じて中高年層の男性に依存した状態であり、女性は少ない。

また、全産業平均と比べ、労働時間は長く、年間所得額は低くなっている。

全産業と交通事業の就業者数の推移 自動車運送業（運転手）の就業構造

有効求人倍率の推移
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合会「ハイヤー・タクシー年鑑」、(一社)日本自動車整備振興会連合会「自動車整備白書」から国土交通省自動車局作成
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建設分野における外国人材の受入れ状況
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合計その他ネパールタイミャンマーカンボジア中国インドネシアフィリピンベトナム国名

24,463(30)3821342244666901,313(12)2,202(1)2,45216,600(17)人数

202320222021202020192018201720162015201420132012

2,048,6751,822,7251,727,2211,724,3281,658,8041,460,4631,278,6701,083,769907,896787,627717,504682,450全産業

144,981116,789110,018110,89893,21468,60455,16841,10429,15720,56015,64713,102建設業

88,83070,48970,48876,56764,92445,99036,58927,54118,88312,0498,5777,054技能実習生

24,463
(30)

12,776
(8)

6,3602,116267―――――――
特定技能
外国人

○ 建設分野で活躍する外国人の数は約14万人で、全産業の約7.1％
○ 在留資格別では技能実習生が最多(2023年：約9万人) （ただし、実習制度であり就労制度ではない）
○ 特定技能外国人は、水際措置の緩和や制度の周知に伴い、人数は増加中（24,463人：2023年12月末現在）
○ 2022年4月に、2号特定技能外国人が建設分野において初認定（30人：2023年12月末現在）

➢建設分野に携わる外国人数

出典：特定技能外国人は出入国在留管理庁の公表値、その他は「外国人雇用状況」の届出状況（厚生労働省）
特定技能外国人は年度末時点（2022年、2023年は12月末時点)、その他は10月末時点の人数
特定技能外国人の（）内の数値は２号特定技能外国人数

（単位：人）➢特定技能外国人の国別受入状況（2023年12月末時点）

（単位：人）



造船・舶用工業分野における外国人材の受入れ

51

1

5,690 6,253 5,471 5,473 6,226 
4,840 

3,010 3,278 

1,243 

2,084 2,694 2,873 
3,055 
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1,971 
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6,000

8,000

10,000

12,000

H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R4.3 R5.3

技能実習 造船特定活動 特定技能 全労働者に対する

外国人労働者等の割合

外国人労働者等の推移

（出典）技能実習及び造船特定活動は国交省調べ（造船業のみ）。特定技能は入管庁調べ（速報値）。
技能実習は各年4/1時点。造船特定活動及び特定技能は各年3/31時点。外国人に係る数値は在留数。

（人数）

（※）令和４年度に終了（新規受け入れは令和2年度末に終了済）。

（人数）
※

造船・舶用工業分野においては、コロナ禍の入国制限により過去２年間の外国人労働者数は減少傾向。その
後、入国制限の緩和や造船事業者の操業度上昇に伴い、直近の特定技能外国人の受入れ数は増加傾向。

令和６年３月には、特定技能外国人制度の造船・舶用工業関連６業務区分を見直し、「造船」、「舶用機械」、
「舶用電気電子機器」の３業務区分に再編（令和６年３月29日閣議決定）。

職種別比率(R5.3)

（※）仕上げ、機械加工、電気機器組立て

国籍別比率(R5.3)

56%17%

12%

12% 3%

フィリピン ベトナム

中国 インドネシア

その他

溶接, 81%

塗装, 
13%

鉄工, 
5%

その他※
1%

特定技能

溶接
69%

塗装
17%

鉄工
8%

その他※
6%

技能実習

51%
20%

14%

13% 2%

フィリピン 中国
ベトナム インドネシア
その他

特定技能 技能実習



デジタル技術の活用拡大

世界のAI市場規模（売上高）の推移及び予測

（出典）Statista（Next Move Strategy Consulting）

世界のICT市場規模（支出額）の推移

（出典）Statista（ガートナー）

世界のメタバース市場の推移と予測

（出典）Statista

世界のインターネットトラヒックの推移予想

○ ネットワークの高度化、センサー等の発達により、IoT （Internet of Things）の利用が増加するとともにデータ通
信量は急速に増加。

○ IoTで全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出す「Society 
5.0」の実現を目指す。

世界の生成AI市場規模

（出典）Grand View Research Inc.による調査
【出典】総務省「情報通信白書令和5年版 データ集」 【出典】総務省「情報通信白書令和5年版 データ集」 【出典】総務省「情報通信白書令和5年版 データ集」

【出典】総務省「情報通信白書令和5年版 データ集」【出典】経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」（令和５年６月）
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内閣府HP「Society 5.0「科学技

術イノベーションが拓く新たな社
会」説明資料」より抜粋

（ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0-1.pdf）
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内閣府HP「Society 5.0「科学技

術イノベーションが拓く新たな社
会」説明資料」より抜粋

（ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0-1.pdf）

54



自動運転技術の現状と目標

レベル１
一方向だけの

運転支援

レベル２
縦・横方向の

運転支援

レベル３
特定条件下
で自動運転

レベル４
特定条件下で
完全自動運転

レベル５
完全自動運転

衝突被害軽減ブレーキ
2019年時点で９割を超える新車に搭載

※トヨタHPより

自動運転移動サービス事業化
2023年５月に福井県永平寺町でレベル４
の無人自動運転移動サービスを開始

※条件外ではドライバーが安全確保

実証事業
自動運転移動サービスの実現に
向けて、全国各地で実証事業

BOLDLY HPより

高速道路でのレベル３
2021年３月に販売開始（世界初）

ホンダ レジェンド ※ホンダHPより

○自家用車についてはレベル３を実現し、移動サービスについてはレベル４を実現するなど着実に技術が進展。

○今後は、レベル４の普及拡大が目標
【政府目標】 ※ 2022年度目途 レベル４移動サービスの実現 ⇒ 2025年度目途 全国50か所に拡大

2025年度目途 高速道路レベル４の実現

道の駅での実証

“フット・フリー”

“ハンズ・フリー”

“アイズ・フリー”

“ドライバー・フリー”

道路交通法の改正により2023年４月より
レベル４の自動運転が可能に

※デジタル田園都市国家構想総合戦略（2022年12月閣議決定）、
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ（2022年6月閣議決定）

運転者を配置せず自動運転車を運行
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○日本は世界をリードする国の１つとして、「自家用車」、「移動サービス」の分野で挑戦的な数値目標を設定。

国内外の自動運転開発における動向
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我が国の温室効果ガス削減の中期目標と長期的に目指す目標

出典：「中央環境審議会地球環境部会地球温暖化対策計画フォローアップ専門委員会（第３回）」（令和４年４月２６日）参考資料１ 57



運輸部門における二酸化炭素排出量

58

バス
333万㌧ [1.7%]

タクシー
140万㌧ [0.7%]

二輪車
78万㌧ [0.4%]

航空
970万㌧ [5.1%]

内航海運
1,021万㌧ [5.3%]

鉄道
738万㌧ [3.8%]

我が国の各部門におけるCO2排出量

※ 端数処理の関係上、合計の数値が一致しない場合がある。
※ 電気事業者の発電に伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量は、それぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分。
※ 温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2022年度）確報値」より国土交通省環境政策課作成。
※ 二輪車は2015年度確報値までは「業務その他部門」に含まれていたが、2016年度確報値から独立項目として運輸部門に算定。

運輸部門におけるCO2排出量

内訳
自家用乗用車
8,609万㌧
[44.9％]

自家用貨物車
3,150万㌧
[16.4％]

営業用貨物車
4,142万㌧
[21.6％]

○ 自動車全体で
運輸部門の85.8%
（日本全体の15.9％）

○ 旅客自動車は
運輸部門の47.8%
（日本全体の8.8%）

○ 貨物自動車は
運輸部門の38.0％
（日本全体の7.0%）

運輸部門
（自動車、船舶等）

1億9,180万㌧
《18.5％》

その他
1億5,505万㌧
《15.0％》

産業部門
3億5,226万㌧
《34.0%》

家庭部門
1億5,811万㌧
《15.3％》

業務その他部門
1億7,946万㌧
《17.3%》

CO2総排出量
10億3,668万㌧
（2022年度）

●自動車以外



脱炭素に向けた投資競争

○ 世界各国でのGX投資に向けた政策競争が激化。
○ 中長期にわたる政府支援へのコミット、排出量取引制度等の規制・制度的措置の有効活用など、様々な工夫が講じられた投資促進

策が存在。
○ 日本では、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、令和5年度から10年間でGX経済移行債を発行。GX経済移行

債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。
○ 化石燃料賦課金は、令和10年度から、化石燃料の輸入事業者等に対して、輸入する化石燃料に由来するCO2の量に応じて、化

石燃料賦課金を徴収。

【出典】第７回GX実行会議 資料１

【出典】第10回GX実行会議 資料１ 59



主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較

日本の再エネ電力比率は2021年度で、約20.3％。
再エネ発電設備容量は世界第６位で、太陽光発電は世界第３位。
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ペロブスカイトについて

出典：「第４回 ＧＸ実現に向けた専門家ワーキンググループ」（令和５年１１月１６日）資料１ 62



水素社会の広がり

63

出典：「第４回 ＧＸ実現に向けた専門家ワーキンググループ」（令和５年１１月１６日）資料１ 63



【出典】環境省「第５回ネイチャーポジティブ経済研究会」（令和5年10月 ） 64



【出典】環境省「第５回ネイチャーポジティブ経済研究会」（令和5年10月 ） 65



【出典】環境省「第５回ネイチャーポジティブ経済研究会」（令和5年10月 ） 66



循環経済（サーキュラーエコノミー）と成長志向型の資源自律経済

【出典】第3回GX実現に向けた専門家ワーキンググループ 資料１ 67



成長志向型の資源自律経済の確立の意義

68【出典】第3回GX実現に向けた専門家ワーキンググループ 資料１



参考：2018年GHG削減戦略の削減目標

2008 2030 2050
GHG排出
50%削減

~2100
GHG排出

ゼロ

*今世紀中、出来るだけ早期

国際海運GHG排出削減戦略（削減目標）

国際海運からのGHG排出削減目標

2008

GHG排出
基準年

2030 20502040

GHG排出
20～30％削減

GHG排出
70～80％削減

GHG排出
ゼロ

2023年7月、国際海事機関（IMO）にて、国際海運「2050年頃までにGHG排出ゼロ（※）」等の目標に合意し、
「2023GHG削減戦略」を採択

ゼロエミッション燃料等の
使用割合5～10％
輸送量当たりCO2排出
40％削減

輸送量当たりCO2排出
40％削減

基準年
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国産エンジンによるゼロエミッション船の開発・実証

グリーンイノベーション基金(次世代船舶の開発)：350億円(10年間)
水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船のコア技術となるエンジン、
燃料タンク・燃料供給システム等の開発・実証を実施

※アンモニア燃料船：2026年より実証運航開始、2028年までのできるだけ早期に商業運航実現
水素燃料船：2027年より実証運航開始、2030年以降に商業運航実現

水素・アンモニア燃料エンジン

→ 高度な燃焼制御・燃料噴射技術

水素エンジンのイメージ

→ 省スペース化、構造・材料最適化

水素燃料タンク、燃料供給システムのイメー
ジ

水素
・異常燃焼(ノッキング)の発生

アンモニア
・亜酸化窒素(N2O)※の発生

課 題 水素
・体積が重油の4.5倍

⇒貨物積載量の減少
・金属劣化・水素漏洩の発生

アンモニア
・毒性・腐食性あり

課 題

ゼロエミッション船
（水素・アンモニア、イメージ）

燃料タンク・燃料供給システム

※CO2の300倍の温室効果

⇒エンジン等の国産化により、国際競争力を強化 70



社会資本整備重点計画と他の中長期計画との関係

中期的な社会資本整備の
具体的指針

中期的な交通政策の
具体的指針

調和を図る

「車の両輪」として
連携・整合を図る

社会資本整備重点計画

・社会資本整備に関する計画であって、計画期間内の
社会資本整備の目標等を定めたもの

（社会資本整備重点計画法）

・計画期間：令和３（2021）～７（2025）年度<現行計画>

・道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、
公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜
地、海岸等が対象

長期的な国土づくりの指針

国土形成計画

・国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的か
つ基本的な計画（国土形成計画法）

・計画期間：令和５（2023）年から概ね10年間<現行計画>

交通政策基本計画

・交通政策に関する基本的な計画であって、計画期間
内の交通政策の目標等を定めたもの（交通政策基本法）

・計画期間：令和３（2021）～７（2025）年度<現行計画>

・徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機その
他の手段による交通が対象

調和を図る
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新たな国土形成計画（全国計画）概要

72


